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   証券コード　7972
  平成23年３月10日

株 主 各 位   

 大阪市城東区今福東１丁目４番12号
 

 代表取締役社長 松 井 　 正

第61回定時株主総会招集ご通知
拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて､当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので､ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお､当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年３月24日（木曜日）午
後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年３月25日（金曜日）午前10時

２．場 所 大阪市城東区今福東１丁目４番12号　当社10階ホール

　 　 （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項 　

　報　告　事　項 １．第61期 (平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで) 事業報告、連結計算

　  書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
　  書類監査結果報告の件
　  

２．第61期 (
平成22年１月１日から

平成22年12月31日まで) 計算書類報告の件

　決　議　事　項　
　第１号議案 剰余金の処分の件
　第２号議案 定款一部変更の件（１）
　第３号議案 定款一部変更の件（２）
　第４号議案 取締役８名選任の件

　第５号議案 監査役２名選任の件

　第６号議案 補欠監査役１名選任の件

　第７号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の
更新の件

　以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
○株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.itoki.jp/)に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類

　

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　当社は、利益配分につきましては経営の重点政策の一つとして認識し、

収益状況、内部留保の充実、今後の事業展開などを総合的かつ長期的に勘

案した上で、株主の皆様に継続的かつ安定的に配当することを基本方針と

しております。このような基本方針に基づき、当期の期末配当金につきま

しては、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金５円　総額248,524,765円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年３月28日

　

第２号議案　定款一部変更の件（１）

　現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

１．変更の理由

　当社事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定

款第２条につきまして事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
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 （下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

第２条　（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

第２条　（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

１．（条文省略）

２．セキュリティ機器、物流機器、

　　その他一般産業用機器の製造

　　ならびに販売

　

３．～６．（条文省略）　

７．建築工事業、鋼構造物工事業、

　　機械器具設置工事業、管工事業、

　　内装仕上工事業、電気通信工事業

　

８．～11．（条文省略）　

第３条～第50条　（条文省略）

附則　（条文省略）　

１．（現行どおり）

２．セキュリティ機器、物流機器、

　　映像機器、情報通信機器、

　　その他一般産業用機器の製造

　　ならびに販売

３．～６．（現行どおり）　

７．建築工事業、鋼構造物工事業、

　　機械器具設置工事業、管工事業、

　　内装仕上工事業、電気通信工事業、

　　建具工事業

８．～11．（現行どおり）

第３条～第50条　（現行どおり）　

附則　（現行どおり）　

　

第３号議案　定款一部変更の件（２）

　現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

１．変更の理由

　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本

方針に照らして不適切な者によってこの決定が支配されることを防止する

ための取組みとしての当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）の導入、発動について、必要に応じて株主の皆様のご意思を確認する

ことができるよう、所要の変更を行うものであります。
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２．変更の内容　

　変更の内容は次のとおりであります。

 （下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

第14条（当会社株式の大量取得行為に関する

対応策）

当会社は、新株予約権の無償割当てに関

する事項については、取締役会の決議に

よるほか、株主総会の決議、または株主

総会の決議による委任に基づく取締役会

の決議により決定する。

②　当会社は、当会社株式の大量取得行為に

関する対応策の一環として、前項に基づ

き新株予約権の無償割当てに関する事項

を決定するにあたっては、新株予約権の

内容として、次の事項を定めることがで

きる。

(1) 当該対応策に定める一定の者（以下、

「非適格者」という。）が新株予約権を

行使することができないこと。

(2) 当会社が非適格者以外の者のみから新株

予約権を取得し、これと引き換えに当会

社の株式を交付することができること｡

(3) 当会社が非適格者から新株予約権を取得

し、これと引き換えに当会社の株式、新

株予約権、社債、金銭、その他の対価を

交付することができること。

（削　除）
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現 行 定 款 変 更 案

③　前項における当会社株式の大量取得行為

に関する対応策とは、当会社が資金調達

または業務提携などの事業目的を主要な

目的とせずに新株または新株予約権の発

行を行うことにより当会社に対する買収

の実現を困難にする方策のうち、当会社

の企業価値ひいては株主共同の利益を損

なうおそれがある者による買収が開始さ

れる前に導入されるものをいう。また、

導入とは、当会社株式の大量取得行為に

関する対応策としての新株または新株予

約権の発行決議を行うなど当会社株式の

大量取得行為に関する対応策の具体的内

容を決定することをいう。

（削　除）

第15条～第50条　（条文省略)　

（新　設）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

第14条～第49条　（現行どおり）

第８章　買収防衛策

第50条（当会社株式の大量取得行為に関する

対応策）

当会社は、株主総会の決議によって、当

会社株式の大量取得行為に関する対応策

の導入、継続の決定を行うことができ

る。

②　当会社は、前項の対応策の一環として、

新株予約権の無償割当てに関する事項に

ついて、取締役会の決議によるほか、株

主総会の決議、または株主総会の決議に

よる委任に基づく取締役会の決議により

決定することができる。

③　当会社は、第１項の対応策の一環とし

て､前項に基づき新株予約権の無償割当

てに関する事項を決定するにあたって

は､新株予約権の内容として、次の事項

を定めることができる。

(1) 当該対応策に定める一定の者（以下、

「非適格者」という。）が新株予約権を

行使することができないこと。
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現 行 定 款 変 更 案

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

附則　（条文省略）

(2) 当会社が非適格者以外の者のみから新株

予約権を取得し、これと引き換えに当会

社の株式を交付することができること｡
④　第１項における当会社株式の大量取得行

為に関する対応策とは、当会社が資金調

達または業務提携などの事業目的を主要

な目的とせずに新株または新株予約権の

発行を行うことにより当会社に対する買

収の実現を困難にする方策のうち、当会

社の企業価値ひいては株主共同の利益を

損なうおそれがある者による買収が開始

される前に導入されるものをいう。ま

た､導入とは、当会社株式の大量取得行

為に関する対応策としての新株または新

株予約権の発行決議を行うなど当会社株

式の大量取得行為に関する対応策の具体

的内容を決定することをいう。

附則　（現行どおり）
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第４号議案　取締役８名選任の件

　取締役山田匡通、松井　正、野口　創、近光　勝、橋本清美、細田久雄、

永田　宏の７名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては、経営体制の一層の強化を図るため１名増員し、取締役８名の選任をお

願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
やま　 　だ　　 まさ　　みち

山 田 匡 通
(昭和15年５月５日生)

昭和39年４月　株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行）入行

平成３年４月　同行取締役

平成７年４月　同行常務取締役

平成８年４月　株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）常務取締役

平成12年６月　同行専務取締役

平成14年９月　三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券株式

会社）代表取締役会長

平成16年６月　東京急行電鉄株式会社常勤監査役

平成17年６月　当社取締役

平成19年６月　当社代表取締役会長（現）

（重要な兼職の状況）

財団法人東京顕微鏡院理事長

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ理事長

569,942株

２
まつ　　 い　　　　 　ただし

松 井 　 正
(昭和21年５月12日生)

昭和44年４月　旧株式会社イトーキ入社

平成９年12月　同社東京法人販売部長

平成12年12月　同社執行役員代販推進本部長

平成14年12月　同社執行役員九州支社長

平成17年６月　当社執行役員オフィス事業部営業本部西日

本支社長

平成20年１月　当社常務執行役員マーケティング本部長

平成21年１月　当社専務執行役員

平成21年３月　当社代表取締役社長（現）

30,998株
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３
の   　 ぐち　　　　　はじめ

野 口 　 創
(昭和23年３月16日生)

昭和45年４月　旧株式会社イトーキ入社

平成４年６月　同社関西支社大阪支店長

平成13年12月　同社執行役員西日本営業本部関西営業部長

平成14年12月　同社執行役員関西営業本部長

平成16年２月　同社取締役常務執行役員営業本部副本部長

平成17年６月　当社取締役常務執行役員オフィス事業部営

業本部長

平成20年１月　当社取締役常務執行役員営業本部長

平成20年３月　当社取締役専務執行役員営業本部長

平成22年１月　当社取締役専務執行役員人事本部長（現）

13,749株

４
ちか　　みつ　  　　　まさる

近 光 　 勝
(昭和23年９月17日生)

昭和46年４月　高千穂交易株式会社入社

昭和50年３月　旧株式会社イトーキ入社

平成10年12月　同社執行役員営業総本部販売推進部長

平成11年12月　同社執行役員営業推進本部長兼販売推進部

長

平成14年６月　同社執行役員開発本部長

平成15年６月　同社執行役員オフィス商品本部長

平成15年12月　同社執行役員事業統括本部長

平成17年２月　同社常務執行役員

平成17年６月　当社取締役常務執行役員オフィス事業部商

品本部長

平成20年１月　当社取締役常務執行役員業務本部長

平成20年３月　当社取締役専務執行役員業務本部長

平成22年１月　当社取締役専務執行役員建材事業本部長

（現）

4,275株

５
ほそ　 　だ　　 ひさ 　　お

細 田 久 雄
(昭和24年11月13日生)

昭和47年４月　日本銀行入行

平成７年９月　同行前橋支店長

平成10年７月　同行考査役

平成10年11月　同行人事局

平成12年12月　旧株式会社イトーキ入社、執行役員営業統

括本部副本部長

平成13年12月　同社執行役員管理本部副本部長

平成14年12月　同社執行役員管理本部長

平成17年６月　当社執行役員総務本部長

平成18年１月　当社執行役員総務人事本部長

平成19年１月　当社執行役員企画本部副本部長

平成19年３月　当社取締役常務執行役員企画本部長（現）

21,665株
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

６
い   ばら　ぎ  　　ひで まつ

伊 原 木 　 秀 松
(昭和24年４月18日生)

昭和48年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動

車株式会社）入社

昭和60年２月　同社欧州事務所出向

平成７年１月　米国ニュー・ユナイテッド・モーター・マ

ニュファクチャリング（トヨタ自動車株式

会社と米国ゼネラル・モーターズの合弁会

社）出向

平成12年１月　トヨタ自動車株式会社生産調査部主査

平成18年１月　インドネシアトヨタ自動車社長

平成20年11月　当社入社、顧問

平成21年１月　当社常務執行役員生産本部長（現）

7,152株

７

なが   た 　          ひろし

永 田  　 宏

(昭和16年２月22日生)

昭和45年４月　三井物産フランス株式会社入社

平成８年６月　三井物産株式会社取締役

平成11年６月　同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

平成14年４月　三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行

役員化学品グループプレジデント

平成16年６月　同社顧問

平成17年４月　早稲田大学大学院商学研究科（ＭＢＡコー

ス）客員教授（現）

平成20年３月　当社社外取締役（現）

0株

８

みや    もと　  てる    たけ

宮 本 照 武

(昭和18年９月16日生)

昭和41年４月　三菱地所株式会社入社

平成８年６月　同社取締役社長室企画部長

平成10年１月　同社取締役経理部長

平成12年４月　同社常務取締役

平成15年４月　同社代表取締役専務執行役員

平成19年４月　同社顧問

　　　　　　　株式会社横浜ロイヤルパークホテル代表取

締役社長

0株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．永田　宏、宮本照武の両氏は、社外取締役の候補者であります。

３．永田　宏、宮本照武の両氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営に関する豊富

な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくためであります。

４．永田　宏氏が当社の社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって３

年であります。

５．当社は、永田　宏氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１

項の損害賠償責任を法令が定める 低責任限度額に限定する契約を締結しております。

同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で上記と同内容の責任限定契約を

継続する予定であります。また、宮本照武氏の選任が承認された場合には、同内容の

契約を締結する予定であります。
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第５号議案　監査役２名選任の件

　監査役志村政俊、横手恒夫の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了と

なり、また監査役北村　巖氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、

監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　監査役候補者は次のとおりであります。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ当社監査役会の同意を得ており

ます。　

氏 名
（生年月日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
いい    ぬま    よし    すけ

飯 沼 良 祐
(昭和16年11月８日生)

昭和39年４月　株式会社東洋経済新報社入社

平成４年１月　東洋経済アメリカ社長

平成７年１月　「週刊東洋経済」編集長

平成８年１月　株式会社東洋経済新報社取締役

平成14年１月　同社常務取締役

平成16年１月　「The Oriental Economist」誌

　　　　　　　Contributing Editor（現）

平成17年９月　東京国際大学講師（非常勤）（現）

平成22年10月　スタンダード＆プアーズ・レーティング

　　　　　　　・ジャパン株式会社取締役会顧問（現）　

0株

２
さい    とう   せい  た  ろう

齋  藤  晴 太 郎
(昭和22年８月15日生)

昭和49年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成８年４月　第二東京弁護士会副会長

平成10年６月　関東バス株式会社社外監査役（現）

平成15年３月　株式会社東急レクリエーション社外監査役

　　　　　 　（現）

平成15年５月　東急建設株式会社社外監査役（現）

平成21年４月　日本弁護士連合会理事

0株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．飯沼良祐、齋藤晴太郎の両氏は、社外監査役の候補者であります。

３．飯沼良祐氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる経営者としての豊富な経

験と幅広い見識を当社の監査体制に反映していただくためであります。

４．齋藤晴太郎氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた専門的な知識・

経験を当社の監査体制に反映していただくためであります。なお、同氏は、過去に他

社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の

理由により、社外監査役として、その職務を適正に遂行していただけると判断してお

ります。
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５．当社は、現行定款において、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に

同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める 低責任限度額に限定する契約を締

結することができる旨を定めております。飯沼良祐、齋藤晴太郎の両氏の選任が承認

された場合、当社は両氏との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であり

ます。

　

第６号議案　補欠監査役１名選任の件

　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ当社監査役会の同意を得ており

ます。

氏 名
（生年月日）

略歴および重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

ふじ       た　            すぐる

藤 田 　 傑
(昭和19年７月22日生)

昭和38年４月　大阪国税局入局

平成７年７月　東京国税局調査第一部特別国税調査官

平成９年７月　南税務署副署長

平成11年７月　大阪国税局調査第二部統括国税調査官

平成13年７月　旭税務署長

平成15年７月　旭税務署長退官

平成15年８月　税理士登録（現）

平成15年９月　藤田傑税務会計事務所開設（現）

0株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．藤田　傑氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。

３．藤田　傑氏を補欠の社外監査役として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・

経験を当社の監査体制に反映していただくためであります。同氏は、過去に直接企業

経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を

適切に遂行していただけるものと判断しております。

４．当社は、現行定款において、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、

同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める 低責任限度額に限定する契約を締

結することができる旨を定めております。藤田　傑氏の選任が承認され、その任期中

に監査役が法令に定める員数を欠くことにより同氏が社外監査役に就任する場合、当

社は、同氏との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
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第７号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新

の件

　当社は、平成20年３月28日開催の当社第58回定時株主総会において株主の

皆様のご承認をいただき、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収

防衛策）」（以下「現プラン」といいます。）を導入しており、その有効期

限は、平成23年３月25日開催予定の第61回定時株主総会（以下「本株主総会」

といいます。）終結の時までとなっておりますが、平成23年２月17日開催の

当社取締役会において、現プランの一部を変更（以下、変更後の対応策を「本

プラン」といいます。）するとともに、本株主総会における株主の皆様のご

承認を条件に更新することといたしました。つきましては、本プランの更新

につき株主の皆様にご承認をお願いするものであります。

　

　本プランの現プランからの主な変更点は、以下のとおりです。

①　買付者等１が買付等２を行おうとする場合、まず、買付者等から意向表

明書３を提出いただき、意向表明書受領日から10営業日以内に、当社よ

り本必要情報４の提供を要請することとしました。

②　買付者等から本必要情報の提供を受け、独立委員会がその記載内容につ

いて不十分と判断した場合、当社取締役会又は独立委員会は買付者等に

対して適宜回答期限を定めた上で本必要情報を追加的に要請することが

ありますが、その期限については原則として60日を上限としました。

③　本必要情報の追加的提供を要請したにもかかわらず、買付者等から要請

した本必要情報の一部について提供が無く、買付者等から提供がなされ

ないことについて合理的な説明がある場合には、買付者等との情報提供

に係る交渉等は終了し、買付等の内容の検討を開始する場合があること

としました。

　

１　下記３．「本プランの発動に係る手続」(1)に定義されます。以下同じとします。
２　下記３．「本プランの発動に係る手続」(1)に定義されます。以下同じとします。
３　下記３．「本プランの発動に係る手続」(2)に定義されます。以下同じとします。
４　下記３．「本プランの発動に係る手続」(3)に定義されます。以下同じとします。
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④　買付者等からの本必要情報の提出完了後、独立委員会から取締役会に対

し取締役会の意見、代替案等の提供を要求することがあるとしていたも

のを、取締役会が主体的に意見形成、代替案の作成を行い、独立委員会

に提供する旨を明記しました。

⑤　独立委員会の検討期間の延長は原則30日を上限とし、再延長は行わない

こととしました。

⑥　本プランを発動して本新株予約権５の無償割当てを実施するための発動

要件について、内容の一部見直しを行うとともに、本プランに定める手

続を遵守しない場合（発動事由１）と、遵守しても発動が相当と認めら

れる場合（発動事由２）とに分けて整理を行いました。

⑦　本プランを発動し、本新株予約権の無償割当てを実施した場合、非適格

者６から金銭を対価として本新株予約権を取得しない旨を明記しました。

⑧　その他、①から⑤までの見直しに関連する引用個所の記載の修正や、株

券電子化の実施にともなう所要の修正並びに文言の整理等を行いました。

　

１．本プランへの更新の目的

　本プランは、基本方針７に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を

確保し、向上させる目的をもって改定され更新されるものです。

　本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量

取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役

会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間及び情報を確保する

とともに、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うことなど

を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量

取得行為を抑止することを目的としております。

　当社取締役会は、引き続き、基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組み

が必要であると判断し、本株主総会で株主の皆様にご承認いただけること

を条件に、現プランの内容を本プランに改定の上、更新することを決定い

たしました。

　

５　下記３．「本プランの発動に係る手続」(5)①に定義されます。以下同じとします。
６　下記５．「本新株予約権の無償割当ての概要」(7)に定義されます。以下同じとします。
７　事業報告18頁に記載の「Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す

る基本方針」をいいます。
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２．本プランの概要

　本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求め

る等、上記の１．「本プランへの更新の目的」を実現するための必要な手

続を定めております。

　買付者等は、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定

める発動の要件に該当せず、当社取締役会において本プランを発動しない

旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買

付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において買収提案に応じ

るか否かをご判断いただくことになります。

　一方、買付者等が、本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の

大量買付等を行う場合や、当該買付等が本プランに定める発動の要件を充

たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすお

それが合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合

は、当社は、買付者等による権利行使は原則認められないとの行使条件及

び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨

の取得条項が付された新株予約権を、その時点における当社を除く全ての

株主に対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。

　本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社

による取得にともなって買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付され

た場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は 大50％まで希釈化さ

れる可能性があります。

　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は

取得等の判断については、取締役会の恣意性を排除するため、引き続き、

当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判

断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本

プラン所定の場合には株主意思確認のため株主総会を招集し、新株予約権

の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

　こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表ま

たは開示を行い、その透明性を確保することとしております。
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３．本プランの発動に係る手続

(1) 対象となる買付等

　本プランは、以下①又は②に該当する買付もしくはこれに類似する行

為又はその提案（以下「買付等」と総称します。）がなされる場合（あ

らかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を適用対象としま

す。

①　当社が発行者である株券等８について、保有者９の株券等保有割

合10が20％以上となる買付その他の取得

②　当社が発行者である株券等11について、公開買付け12を行う者の株

券等所有割合13及びその特別関係者14の株券等所有割合の合計が20％

以上となる公開買付け

　

　買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、本プ

ランに定める手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会が本新

株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間に、買付等

を行ってはならないものとします。

　

(2) 意向表明書の提出

　買付者等は、買付等に先立ち、別途当社の定める書式により、本プラ

ンの手続を遵守する旨の誓約文書等を含む書面（買付者等の代表者によ

る署名又は記名押印のなされたもの）及び当該署名又は押印を行った代

表者の資格証明書（以下「意向表明書」と総称します。）を当社に対し

　

８　金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。本議案において別段の定めがない限り同

じとします。
９　金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会が

これに該当すると認めた者を含みます。）。本議案において同じとします。
10　金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。本議案において同じとします。
11　金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。②において同じとします。
12　金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。本議案において同じとします。
13　金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。本議案において同じとします。
14　金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた

者を含みます。）。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等

の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本議案において

同じとします。
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て提出していただきます。意向表明書には、日本語で買付者等の氏名又

は名称、住所又は本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、

日本国内における連絡先及び企図されている買付等の概要等を明示して

いただきます。

　

(3) 買付者等に対する情報提供の要求

　当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、当社取締役会

が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、買付者等が当社

に対して提供すべき買付等の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情

報」といいます。）のリストを当該買付者等に交付し、買付者等は、当

該リストに従い、本必要情報を記載した書面（以下「買付説明書」と総

称します。）を当社の定める書式により提出していただきます。本必要

情報の具体的な内容は、買付者等の属性及び買付等の内容によって異な

りますが、必要かつ十分な範囲に限定されます。なお、一般的な項目の

一部は下記の①から⑧のとおりです。

記

①　買付者等及びそのグループ（共同保有者15、特別関係者及び（ファ

ンドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具

体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等と同種の過去の取引の

詳細、その結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影

響等を含みます。）

②　買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等

の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の

実現可能性に関する情報等を含みます。）

③　買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、

算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じる

ことが予想されるシナジーの内容、及びそのうち少数株主に対して

分配されるシナジーの内容を含みます。）

　

15　金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同

保有者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。

本議案において同じとします。
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④　買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。)

の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

⑤　買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策

及び配当政策

⑥　買付等の後における当社の顧客、取引先、従業員その他の当社に係

る利害関係者に対する処遇・対応方針

⑦　当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑧　その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

　

　当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委

員会（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については

別紙１「独立委員会規則の概要」、本更新時の独立委員会の委員の略歴

等については、別紙２「独立委員会委員及び略歴」に記載のとおりで

す｡ ）に提供するものとします。独立委員会は、これを受けて当該買付

説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、

買付者等に対し、適宜回答期限（原則として60日を上限とします。）を

定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に書面

で提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、

当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。ただし、

本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、買付者等から当

該情報の一部について提供が無い場合において、買付者等から当該情報

の一部の提供がなされないことについて合理的な説明がある場合には、

本必要情報が全て揃わなくても、買付者等との情報提供に係る交渉等は

終了し、その旨を公表するとともに、下記(4)の買付等の内容の検討を開

始する場合があります。

　なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うこ

となく買付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明

書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特

段の事情がある場合を除き、原則として、下記(5)①記載のとおり、当社

取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告し

ます。
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(4) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

①　当社取締役会による評価・検討と独立委員会への意見等の提供

　当社取締役会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加

的に提出を求められた本必要情報（もしあれば）の提出が完了した後、

長60日間（独立委員会の意見等の提供要請の期限がそれ以前の場合

はその期限まで）を当社取締役会の買付提案等の評価、検討、交渉、

意見形成、代替案作成のための期間として設定します。当該期間中、

当社取締役会は、買付者等から提供された本必要情報等を十分に評価・

検討し、当社取締役会としての意見を慎重にまとめ、必要に応じその

概要を公表するとともに、その根拠資料、代替案（もしあれば）その

他独立委員会が適宜必要と認める情報等とともに独立委員会へ提供し

ます。

②　独立委員会による検討作業

　買付者等及び（上記①に従い）当社取締役会から情報等（追加的に

提供を要求したものも含みます。）の提供が十分になされたと独立委

員会が認めた場合、独立委員会は、原則として 長60日間の検討期間

（但し、下記(5)③に記載する場合等には、独立委員会は当該期間の延

長をその決議をもって行うことができるものとします。）（以下「独

立委員会検討期間」といいます。）を設定し、その旨買付者等及び当

社取締役会に通知します。独立委員会は、独立委員会検討期間におい

て買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計

画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提

示する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容

を改善させるために必要であれば、直接又は当社取締役会等を通して

間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行うことができるものとしま

す。

　買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会等を通して間接

に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速

やかにこれに応じなければならないものとします。

　独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう

になされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独



2011/02/28 18:04:32 ／ 10711059_株式会社イトーキ_招集通知

監査役選任議案、補欠監査役選任議案、買収防衛策更新議案

－ 19 －

立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ること

ができるものとします。

　

(5) 独立委員会による勧告等の手続

　独立委員会は、買付者等が現れた場合には、以下のとおり当社取締役

会に対する勧告等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役

会に対して下記①ないし③に従った勧告等を行った場合、その他独立委

員会が適切と判断する場合には、当社は、当該勧告又は決議の事実とそ

の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を

延長する場合にはその期間及び延長の理由の概要を含みます。）につい

て、速やかに情報を公表します。

①　独立委員会が本プランの発動を勧告する場合

　独立委員会は、買付等が下記４．「本新株予約権の無償割当ての要

件」に定める発動事由（以下「発動事由」と総称します。）のいずれ

かに該当すると判断した場合（引き続き買付者等に情報提供を求める

必要がある場合や買付者等との間で交渉・協議等を行う必要がある等

の特段の事情がある場合を除く。）、当社取締役会に対して、新株予

約権（その主な内容は下記５．「本新株予約権の無償割当ての概要」

に定めるとおりとし、以下、かかる新株予約権を「本新株予約権」と

いいます。）の無償割当てを実施することを勧告します。なお、独立

委員会は、ある買付等について発動事由のうち発動事由２（以下「発

動事由２」といいます。）の該当可能性が問題となっている場合には、

本新株予約権の無償割当ての実施に際してあらかじめ株主総会の承認

を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。

　上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当

ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断

した場合には、本新株予約権の無償割当てに係る効力発生日の前日ま

では本新株予約権の無償割当てを中止し、又は、本新株予約権の無償

割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日まで

においては、本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新たな勧告を行

うことができるものとします。
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(i) 当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存

しなくなった場合

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者

等による買付等が下記４．「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれにも該当しなくなったか、又は該当しても

本新株予約権の無償割当てを実施すること若しくは行使を認める

ことが相当でなくなった場合

②　本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

　独立委員会は、買付等について発動事由に該当しないと判断した場

合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に

対して、本新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行

います。

　上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当

ての不実施の勧告をした後も、当該勧告の判断の前提となった事実関

係等に変動が生じ、発動事由が存することとなった場合には、当社取

締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の新たな勧

告を行うことができるものとします。

③　独立委員会検討期間の延長を行う場合

　独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の終了時までに、本新株

予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合に

は、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討、当該買付者

等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内（但

し、原則として30日間を上限とします。）で、独立委員会検討期間を

延長する旨の決議を行います。

　上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立

委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内

に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう 大

限努めるものとします。
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(6) 取締役会の決議

　当社取締役会は、当社取締役会としての意見等の独立委員会への提供

後も、適宜検討を継続するものとし、独立委員会から上記勧告を受けた

場合には、当該勧告を 大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関す

る会社法上の機関としての決議を慎重かつ可及的速やかに行うものとし

ます。但し、下記(7)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当

社取締役会は当該総会決議に従い、本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。

　買付者等は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予

約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付

等を実行してはならないものとします。

　当社取締役会は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施も

しくは不実施に関する決議を行った場合、当社取締役会が上記の株主総

会を招集する旨の決議を行った場合、又は本新株予約権の無償割当ての

実施に関する株主総会の決議が行われた場合には当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行い

ます。

　

(7) 株主意思確認総会の開催

　当社取締役会は、上記(6)にかかわらず、本プランに従った本新株予約

権の無償割当てを実施するに際して、発動事由２の該当可能性が問題と

なっており、①上記(5)①に従い独立委員会が本新株予約権の無償割当て

の実施に際してあらかじめ株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した

場合、又は、②株主総会の開催に要する時間等を勘案したうえ取締役会

が善管注意義務に照らして株主の皆様の意思を確認することが適切と判

断する場合には、株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以下「株

主意思確認総会」といいます。）を招集し、本新株予約権の無償割当て

の実施に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

　上記のとおり、株主総会が開催される場合には、当該株主総会におい

て本新株予約権の無償割当て実施の議案が可決又は否決されるまでの間、

買付等を実行してはならないものとします。また、当社取締役会が上記
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の株主総会を招集する旨の決議を行った場合、又は本新株予約権の無償

割当ての実施に関する株主総会の決議が行われた場合には、当該決議の

概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報

開示を行います。

　

(8) 株主に対する情報開示等

　当社は、本プランの運用に際しては、本プランの各手続の進捗状況（買

付者等が現れた事実、買付者等から意向表明書・買付説明書が提出され

た事実、取締役会の評価・検討が開始された事実、独立委員会検討期間

が開始した事実、独立委員会検討期間の延長が行われた事実及び延長の

期間・理由を含みます。）、本必要情報の概要、当社取締役会としての

意見の概要、独立委員会に代替案を提示した事実及びその概要、独立委

員会による勧告等の概要等を公表するとともに、当社取締役会の決議の

概要、株主意思確認総会決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役

会が適切と判断する事項について、適用法令又は金融商品取引所の諸規

定等に従い、株主の皆様に対し、適時適切に開示します。

　

４．本新株予約権の無償割当ての要件

　本プランを発動して本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、

下記のとおりです。なお、上記３．「本プランの発動に係る手続」(5)①記

載のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施するこ

とが相当か否かについては、必ず独立委員会の判断を経て決定されること

になります。

記

発動事由１

本プランに定められた手続に従わない買付等（買収等の内容を判断する

ために合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含み

ます。）であり、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが相

当と認められる場合
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発動事由２

下記の要件のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを実

施することが相当と認められる場合

(1) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価

値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買

付等である場合

①　株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取

りを要求する行為

②　当社の経営を一時的に支配して、当社及び当社グループ会社の重

要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益

を実現する経営を行うような行為

③　当社及び当社グループ会社の資産を買付者等やそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

④　当社の経営を一時的に支配して、当社及び当社グループ会社の事

業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益を

もって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の

急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

(2) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することな

く、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明

確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）

等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場

合

(3) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の

適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画、

買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他

の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の企業

価値・株主共同の利益に鑑み合理的な根拠をもって明らかに不十分

又は不適当と判断される買付等である場合

(4) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の顧客、取引先、

代理店、従業員等との関係、又は当社の社会的信用若しくはブラン

ド価値を損なうことなどにより、合理的な根拠をもって明らかに当

社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらすと

判断される買付等である場合
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５．本新株予約権の無償割当ての概要

　本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下の

とおりです。

(1) 本新株予約権の数

　本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議（以

下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める

割当期日（以下「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行

済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除し

ます。）と同数とします。

　

(2) 割当対象株主

　割当期日における当社の 終の株主名簿に記録された当社以外の株主

に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、

本新株予約権を無償で割り当てます。

　

(3) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

　

(4) 本新株予約権の目的である株式の数

　本新株予約権１個当たりの目的である当社株式16の数（以下「対象株

式数」といいます。）は、原則として１株とします。

　

(5) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円

を下限として当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の

範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額としま

す。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡っ

　

16　将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第13号）となった場合においても、①本新株

予約権の行使により発行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式

は、いずれも当社が本定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と

同一の種類の株式を指すものとします。



2011/02/28 18:04:32 ／ 10711059_株式会社イトーキ_招集通知

監査役選任議案、補欠監査役選任議案、買収防衛策更新議案

－ 25 －

て90日間（終値のない日を除きます。）の東京証券取引所における当社

株式の普通取引の各日の終値（気配表示を含みます。）の平均値とし、

１円未満の端数は切り上げるものとします。

　

(6) 本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、か

かる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月

間から６ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途

定める期間とします。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込ま

れる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終

日とします。

　

(7) 本新株予約権の行使条件

　(Ⅰ)特定大量保有者17、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定

大量買付者18、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記

(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を

得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし

(Ⅴ)に該当する者の関連者19（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非

適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使すること

ができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり

所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使

　

17　「特定大量保有者」とは、原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等

に係る株券等保有割合が20％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。
18　「特定大量買付者」とは、原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金

融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。以下本脚注18において同じとします。）の

買付け等（同法第27条の２第１項に定義されます。以下本脚注18において同じとします。）

を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるもの

として金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券

等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となると当社取締役

会が認めた者をいいます。
19　ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共

同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者とし

て当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業

の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をい

います。
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することができません（但し、非居住者の保有する本新株予約権も、適

用法令に従うことを条件として、下記(9)②のとおり、当社による当社株

式を対価とする取得の対象となります。）。さらに本新株予約権の行使

条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の

誓約文言を含む当社所定の書式による書面を提出しない者も、本新株予

約権を行使することができません。

　

(8) 本新株予約権の譲渡

　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要

します。

　

(9) 当社による本新株予約権の取得

①　当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予

約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、

当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本新株予約権

を無償で取得することができるものとします。

②　当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、非適格者以

外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める日の前営

業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予

約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。

また、当社は、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有

する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める

場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が別途定

める日の到来をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当

社取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、こ

れと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交

付することができるものとし、その後も同様とします。

　

(10) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約

権の交付

　本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
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(11) 新株予約権証券の発行

　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

　

(12) その他

　上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償

割当て決議において別途定めるものとします。

　

６．本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本株主総会終結後３年以内に終結する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

　但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは

当社株主総会で選任された取締役（当社取締役の任期は１年となっており、

毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能

です。）による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに

関する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設

又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句

の修正を行うことが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場

合等、本株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得

た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修

正又は変更の事実、及び（修正又は変更の場合には）修正、変更の内容そ

の他の事項について、情報開示を速やかに行います。

　なお、本プランにおいて引用する法令、規則等の規定は、本日現在施行

されている規定を前提としているものであり、本日以後、法令の新設又は

改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必

要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定

める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることがで

きるものとします。
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＜ご参考＞

　本プランの内容は上記２．から６．に記載のとおりですが、(1) 株主

の皆様等への影響、並びに(2) 本プランの合理性はそれぞれ以下のとお

りです。

　

(1) 株主の皆様等への影響

①　本プランへの更新時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランへの更新にあたっては、本新株予約権の無償割当ては行

われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じ

ることはありません。

②　本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続

　当社取締役会又は当社株主総会において、本新株予約権無償割

当て決議を行った場合には、当該決議において割当期日を定め、

これを公告します。この場合、割当期日における 終の株主名簿

に記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます。）

に対し、その保有する当社株式１株につき１個の本新株予約権が

無償にて割り当てられます。なお、割当対象株主の皆様は、当該

新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予

約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。

　なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっ

ても、当社は、上記３．「本プランの発動に係る手続」(5)①に記

載した独立委員会の勧告を 大限尊重し、本新株予約権の無償割

当ての効力発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを

中止し、また、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降、行

使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償に

て取得する場合があります。これらの場合には、１株当たりの当

社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの当社株式

の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又

は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を受ける可能性

があります。
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(b) 本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における当社の 終の株主名簿に記録された

株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行

使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日

等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等につい

ての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の

書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必

要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主

の皆様においては、本新株予約権の権利行使期間内でかつ当社に

よる本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要

書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個当たり、１円

を下限として当社１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額

の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額

に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予

約権１個につき原則として１株の当社株式が発行されることにな

ります。

(c) 当社による本新株予約権の取得の手続

　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をし

た場合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもっ

て、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これ

と引換えに当社株式を交付することがあります。

　この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、

１個の本新株予約権につき原則として１株の当社株式を受領する

ことになります。但し、この場合、かかる株主の皆様には、別途、

ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条

項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出い

ただくことがあります。

　なお、本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの

本新株予約権の取得、その他取得に関する事項について定められ

る場合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあ

ります。
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　また、当社は、非適格者から金銭を対価として本新株予約権を

取得することは予定しておりません。

　上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社

による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権無償割当

て決議において決定された後、株主の皆様に対して情報開示又は

通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

　

(2) 本プランの合理性

　当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共

同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではないと考えております。

①　本プランが基本方針に沿うものであること

　本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該

買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取

締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を

確保し、または株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行う

ことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を

確保することを目的として改定され更新されるものであり、基本方

針に沿うものです。

②　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表し

た「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策

に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原

則）を完全に充足しております。また、経済産業省に設置された企

業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとな

っております。

③　株主意思を重視するものであること

　本プランは、本株主総会において株主の皆様のご承認をいただく

ことを条件として改定され更新されます。

　また、本プランは、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセッ

ト条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、



2011/02/28 18:04:32 ／ 10711059_株式会社イトーキ_招集通知

監査役選任議案、補欠監査役選任議案、買収防衛策更新議案

－ 31 －

当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場

合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意

味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくこととな

っております。

④　独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供

　当社は、本プランへの更新にあたり、取締役の恣意的判断を排除

し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際し

ての実質的な判断を客観的に行う機関として引き続き独立委員会を

設置します。

　独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業

価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、

当社取締役会はその判断を 大限尊重して会社法上の機関としての

決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、当社

取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要に

ついては株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・

株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕

組みが確保されております。

⑤　合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発

動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

⑥　デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主

総会で選任された取締役により、廃止することが可能であるため、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させ

てもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、

当社取締役の任期は１年であり、当社は取締役の期差任期制を採用

していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止

するために時間を要する買収防衛策）でもありません。

以　上
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別紙１

独立委員会規則の概要

　

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立し

ている、（ⅰ）当社社外取締役、（ⅱ）当社社外監査役、又は（ⅲ）社外の有

識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。社外の有識

者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務もしくは当社の業務領域に精通する

者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又は

これらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管

注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。

・独立委員会委員の任期は、本プランの有効期限までとする。但し、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役又

は社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合

（但し、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時

に終了するものとする。

・独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容

を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この

独立委員会の勧告を 大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施

等に関する会社法上の機関としての決議を行う（但し、本新株予約権無償割当

ての実施が当社株主総会に付議された場合には、当該株主総会における決議に

従う。）。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあ

たっては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこ

れを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的と

してはならない。

①　本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施（本新株予約権の無償割当て

の実施につき当社株主総会へ付議することを含む。）

②　本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得

③　その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項
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・上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行

うことができる。

①　本プランの対象となる買付等への該当性の判断

②　買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期

限の決定

③　買付者等の買付等の内容の精査・検討

④　買付者等との交渉・協議

⑤　当社取締役会の意見・代替案の検討

⑥　独立委員会検討期間の延長の決定

⑦　本プランの修正又は変更に係る承認

⑧　その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項

⑨　当社取締役会において別途独立委員会が行うことができるものと定めた事

項

・独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容及び提供された情報が

本必要情報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提供する

よう求める。また、独立委員会は、当社取締役会が提供した買付者等の買付等

の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）の他に、当社取

締役会に対し、独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提供するよう要

求することができる。

・独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から

買付者等の買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は当社取締

役会等を通して間接に、買付者等と協議・交渉を行い、また、当社取締役会の

提示する代替案の株主に対する提示等を行うものとする。

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員そ

の他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に

関する説明を求めることができる。

・独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言

を得ること等ができる。

・各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集

することができる。
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・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち全員が出席し、その

過半数をもってこれを行う。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事

由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をも

ってこれを行うことができる。

以　上
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別紙２

独立委員会委員及び略歴

　

　本プランへの更新後の独立委員会の委員は、以下の４名を予定しております。

　

永田　宏（ながた　ひろし）

　

【略　歴】

昭和16年２月22日生

昭和45年４月　三井物産フランス株式会社入社

平成８年６月　三井物産株式会社取締役

平成11年６月　同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

平成14年４月　三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行役員化学品グループ

プレジデント

平成16年６月　同社顧問

平成17年４月　早稲田大学大学院商学研究科(ＭＢＡコース)客員教授（現）

平成20年３月　当社社外取締役（現）

※　永田　宏氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。
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宮本　照武（みやもと　てるたけ）

　

【略　歴】

昭和18年９月16日生

昭和41年４月　三菱地所株式会社入社

平成８年６月　同社取締役

平成12年４月　同社常務取締役

平成15年４月　同社代表取締役専務執行役員

平成17年６月　同社代表取締役専務執行役員

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長

平成18年６月　三菱地所株式会社専務執行役員

平成19年４月　同社顧問

株式会社横浜ロイヤルパークホテル代表取締役社長

※　宮本照武氏は、社外取締役の要件を充たす社外取締役候補者であり、本年

３月25日開催予定の当社第61回定時株主総会において「第４号議案　取締

役８名選任の件」が承認可決されますと、社外取締役に就任いたします。

なお、宮本照武氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありま

せん。

　

飯沼　良祐（いいぬま　よしすけ）

　

【略　歴】

昭和16年11月８日生

昭和39年４月　株式会社東洋経済新報社入社

平成４年１月　東洋経済アメリカ社長

平成７年１月　「週刊東洋経済」編集長

平成８年１月　株式会社東洋経済新報社取締役

平成14年１月　同社常務取締役

※　飯沼良祐氏は、社外監査役の要件を充たす社外監査役候補者であり、本年

３月25日開催予定の当社第61回定時株主総会において「第５号議案　監査

役２名選任の件」が承認可決されますと、社外監査役に就任いたします。

なお、飯沼良祐氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありま

せん。
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齋藤　晴太郎（さいとう　せいたろう）

　

【略　歴】

昭和22年８月15日生

昭和49年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成８年４月　第二東京弁護士会副会長

平成10年６月　関東バス株式会社社外監査役（現）

平成15年３月　株式会社東急レクリエーション社外監査役（現）

平成15年５月　東急建設株式会社社外監査役（現）

平成21年４月　日本弁護士連合会理事

※　齋藤晴太郎氏は、社外監査役の要件を充たす社外監査役候補者であり、本

年３月25日開催予定の当社第61回定時株主総会において「第５号議案　監

査役２名選任の件」が承認可決されますと、社外監査役に就任いたします。

なお、齋藤晴太郎氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はあり

ません。

　

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
　

　 会　場 大 阪 市 城 東 区 今 福 東 １ 丁 目 ４ 番 1 2 号

　 　 株 式 会 社 イ ト ー キ 　 当 社 1 0 階 ホ ー ル

　 　 電　話（０６）６９３５－２２００（代表）

　
　
　

Ｎ
←大阪

Ｊ
Ｒ
大
阪
環
状
線

←淀屋橋

←心斎橋･大正

天
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今
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↓

ＪＲ東西線
←北新地･
　尼崎方面

京
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本
線

↑
井
高
野

地
下
鉄
今
里
筋
線

↑
三
条･

出
町
柳

蒲
生
四
丁
目

地下鉄 長堀鶴見緑地線
今
福
鶴
見

門真南→

ＪＲ学研都市線
木津→

京　橋

今福大橋

鯰
江
東
小
学
校

ヤマダ電機

②
番
出
口

　
交通機関 　

●大阪市営地下鉄をご利用の場合

長堀鶴見緑地線｢今福鶴見｣下車②番

出口西へ徒歩５分。

●大阪市営バスをご利用の場合

｢京橋北口」より、「地下鉄門真南」行または

｢新森七丁目東」行に乗車、「鯰江東小学校

前」下車すぐ。




